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愛媛県介護職員処遇改善支援補助金実績報告書の記載要領について 

 

作成単位 

 原則、法人単位で作成（４月の計画書と同様） 

 

記入の順番と注意事項 

 ・基本情報シート⇒別紙様式３－２⇒別紙様式３－１の順に記入 

 ・記入箇所は黄着色セルです。 

  ※無着色セルの数式やオレンジのセルの○×は、絶対に編集しないでください。 

 

基本情報入力シート 

 ・提出先は「愛媛県」 

 ・基本情報には法人情報を正確に記入してください。特に担当者氏名、電話、メール

アドレスは以降の連絡に使用しますので間違えないよう注意してください。 

 ・「３ 加算対象事業所に関する情報」には、補助金を取得した事業所を全て記入し

てください。なお、総合事業（訪問・通所）については、本体サービスと行を分け

て記入しますが、所在市町の分だけ記入してください。（複数の市町から指定を受

けている場合でも総合事業としては１行の記入） 

 ・愛媛県以外に所在する事業所は記入不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

訪問介護と総合事業は分ける。 

総合事業は所在地分の１行 

介護予防サービスは本体と一体 



2 

 

別紙様式３－２ 

 ・事業所情報は基本情報入力シートから転記されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「交付対象期間」は基本２～５月（この期間中の新規や廃止事業所は実態に合わせて

修正してください） 

・「介護職員処遇改善支援補助金の総額（令和６年２～５月）」は、事業所ごとに補助

金の総額を記入してください。この時、訪問介護と総合事業や老健と通リハなど、一体

的に運営していて金額を切り分けることが困難な場合は、一方に合算額を記入し、もう

一方は０（ゼロ）で構いません。 

・「うち、令和６年４・５月分の補助金の総額」については、補助金の総額の１／２を

記入いただいて構いません。（厳密には、国保連内訳書のサービス提供年月について

４・５月分を抽出して集計するのが正ですので、集計済みの場合は集計結果を記入） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 行目に 1行目と 2行目の合算額、 

2 行目に０でも可 

内訳書の集計結果 

又は総額の１／２ 
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別紙様式３－１ 

・②賃金改善の所要額は、今回の補助金を原資に各職員に支給した金額の総額を記入し

てください。※補助金額を上回る必要があります。 

・そのうち、４、５月分の賃金改善額について、「介護職員」「その他の職員」に分け

て、賃金改善額とそのうち基本給等（基本給又は毎月の手当）の額を記入してくださ

い。※この割合が２／３（66.6％）を超える必要があります。 

・④ベースアップの実施について、ベースアップとは賃金表の改定等により給与水準を

一律に引き上げることを指します。実施していない（毎月の手当等で支給）した場合

は、「実施していない」としてください。その際、やむを得ない事情の欄に理由を改定

ください。※実施の有無は支給要件には影響しません。 

 （例）「小規模事業所等のため補助金額が少額であるため」「職員構成等により、ベ

ースアップした場合の人件費の増加が大きいことから、毎月の手当の増額により対応し

た」など 

・「実施した場合のベースアップ率」は、一律に一定割合の引上げの場合はその割合

を、職員によって幅がある場合は○％～○％と記入。もしくは、事業所内の標準的な賃

金水準の方の上昇率を記入する形でも構いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

66.6%超が必要 

４、５月分の賃金改善額と 

うち、基本給等（毎月の手当等）の額 

２～５月分の賃金改善総額 

ベースアップは、賃金表の改定 

ベア率は標準的な職員の上昇率で構いません 
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・３は賃金水準が引き下がっていないことを確認する欄です。 

・今年の２～５月の職員の賃金総額と昨年の同期間の賃金額を比較します。 

・この時、職員数や職員構成が昨年と異なるなど、単純比較できない場合は、比較でき

るよう適宜昨年の賃金総額を調整して構いません。 

 （例）「職員数に合わせて、昨年の賃金額を0.9倍した」「昨年○月はコロナのクラス

ター対応により想定額の超勤や勤務日数の増があったため、クラスター対応相当分は差

し引いた」など 

・２～５月の間に新設した事業所は、仮に当補助金がなかった場合の賃金額を推計して

記入すること。 

・誓約欄に必ずチェックのうえ、法人名、代表者職、氏名を正確に記入すること。な

お、日付は記入日（提出期限の令和６年１２月２０日以前）を記入すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・最後に必ずチェックリストが全て「○」になっていることを確認してください。 

 ※「×」がある場合、受理できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記入項目は以上です。 

・シート等の削除や追加はせずにExcel形式のまま提出してください。 

（提出用WebフォームURL） 

https://logoform.jp/form/XG6n/790122 

記入日（12/20 以前）を記入 

単純比較できない要因がある場合は、適切な方

法により昨年の賃金額を調整する。 

調整方法は備考欄に簡潔に書く 

全て「○」であること 

https://logoform.jp/form/XG6n/790122

